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議第62号

京都市長寿すこやかセンター条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

　京都市長寿すこやかセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。

平成31年２月19日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市長寿すこやかセンター条例の一部を改正する条例

　京都市長寿すこやかセンター条例の一部を次のように改正する。

　第１条中「並びに」を「，」に改め，「活動の促進」の右に「並びに成年後

見制度の利用の促進」を加える。

　第２条第10号を同条第11号とし，同条第９号の次に次の１号を加える。

　⑽　成年後見制度の利用を促進するための事業（第２号から第６号までに

掲げるものを除く。）

　第５条中「活動及び」を「活動，」に改め，「研修」の右に「及び成年後見

制度の利用の促進に関する活動」を加える。

　別表第２大会議室の項中「13,880」を「14,140」に，「18,510」を「18,850」 

に，「24,270」を「24,720」に改める。

附 則

（施行期日）

１　この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める

日から施行する。

　⑴　次項の規定　この条例の公布の日

　⑵　前号及び次号に掲げる規定以外の規定　平成31年４月１日

　⑶　別表第２の改正規定及び附則第３項の規定　平成31年10月１日
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（準備行為）

２　前項第３号に掲げる規定による改正後の京都市長寿すこやかセンター条

例（以下「改正後の条例」という。）の規定による使用料の徴収その他こ

れを徴収するために必要な準備行為は，同号に掲げる規定の施行前におい

ても行うことができる。

（適用区分）

３　改正後の条例の規定は，附則第１項第３号に掲げる規定の施行の日以後

の使用に係る使用料について適用し，同日前の使用に係る使用料について

は，なお従前の例による。

提案理由

　成年後見制度の更なる利用の促進を図るため，京都市長寿すこやかセン

ターにおいて同制度の利用を促進するための事業を行うことを明らかにする

等の必要があるので提案する。


